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令和６年３月 15 日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各介護保険関係団体      御 中 
←厚生労働省老健局 高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

 

今回の内容 

「令和６年度介護報酬改定に関する

Ｑ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 

15 日）」の送付について 
計 112 枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線 3971、3979、3938) 

F A X  : 03-3595-4010 
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（QAの修正） 

【通所介護・地域密着型通所介護】 

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの人員配置要件 

問 53 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等を１名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあ

るのか。 

（答） 

 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の

定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与すると

ともに、利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりす

る必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏

まえて配置すること。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、

常勤・非常勤の別は問わない。 

 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.３）（令和３年３月 26日）問 48の修正。 

 

（個別機能訓練加算の修正） 

【通所介護・地域密着型通所介護】 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの人員配置要件 

問 54 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等を１名以上配置することとなっているため、合計で同時に２名以上の理学

療法士等を配置する必要があるということか。 

（答） 

貴見のとおり。 

 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26日）問 49の修正。 
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○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロの人員配置要件 

問 55 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等を１名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従

事する理学療法士等を１名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加

算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。 

（答） 

差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上

配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を１名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるもので

あることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明

しておく必要がある。 

 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26日）問 50の修正。 

 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26日）問 51は削除

する。 

 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの人員配置要件 

問 56 個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおい

ては、個別機能訓練加算（Ⅰ）イの要件である、専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る理学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等を１名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は

病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。 

（答） 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業

所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確

保することは認められない。 

 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26日）問 52の修正。 
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○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの人員配置要件 

問 57 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等を１名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、こ

の要件に基づき、合計で２名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別

機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。 

（答） 

貴見のとおり。例えばサービス提供時間が９時から 17時である通所介護等事業所にお

いて、 

 － ９時から 12時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

 － 10時から 13時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

 した場合、10時から 12時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に

対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。（９時から 10 時、12 時

から 13時に当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓

練加算(Ⅰ)イを算定することができる。） 

 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26日）問 53の修正。 

 

○ 機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合

の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定 

問 58 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所（地域密着型通所介護事業

所）において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導

員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。 

（答） 

・機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所（指定地域密着型通所介護事業所）ご

とに１以上とされている。この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指

導員の職務に従事する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定要件

の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置」を満

たすものとして差し支えない。 

 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26日）問 55の修正。 

  


